
　　　資料編

　1．計画の策定経過
平成29年度 6月～3月 都市計画マスタープラン（計画素案）の作成

平成30年度

5月25日 第1回都市計画マスタープラン策定委員会
　・全体構想案の検討

5月25日～6月15日 庁内各課　全体構想案の検討・確認

6月28日 第1回地区分科会（4地区合同）

8月21日 第2回地区分科会（東文間地区）

8月24日 第2回地区分科会（布川地区）

8月28日 第2回地区分科会（文間地区）

8月31日 第2回地区分科会（文地区）

9月26日 第1回都市計画審議会
　・全体構想案の検討

10月18日 第3回地区分科会（4地区合同）

11月6日 第2回都市計画マスタープラン策定委員会
　・計画案の検討

11月6日～11月13日 庁内各課　計画案の検討・確認

12月4日 第2回都市計画審議会
　・計画案の検討

12月26日 利根町都市計画マスタープラン調整会議（茨城県）
　・計画案の検討

2月1日～3月4日 パブリックコメント（意見公募）
　・意見提出者2名，意見件数31件

3月18日

第3回都市計画マスタープラン策定委員会
　・県の関係各課との調整会議の結果について
　・パブリックコメントの意見と対応について
　・計画案の検討

3月26日

第3回都市計画審議会
　・県の関係各課との調整会議の結果について
　・パブリックコメントの意見と対応について
　・利根町都市計画マスタープラン（案）に関する諮問・

答申について
　・町長への答申
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　2．利根町都市計画マスタープラン策定のための
地区別分科会委員名簿

文間地域 東文間地域
1 飯　塚　良　介 石　橋　達　夫

2 石　塚　　　梢 大　関　あけみ

3 笹　　　哲　朗 坂　本　将　基

4 杉　山　勇　貴 杉　山　利　一

5 地　脇　昭　浩 鈴　木　智惠子

6 野　口　　　晃 田　上　　　出

7 前　田　三枝子 永　井　通　広

8 渡　辺　良　一 増　田　正　雄

9 山　中　智　美

文地域 布川地域
1 猪鹿月　涼　一 大　山　久美子

2 篠　塚　　　敦 風　間　富　江

3 地　湧　俊　之 杉　野　賢　一

4 中　澤　則　明 関　口　勝　正

5 中　村　晃　子 花　嶋　洋　子

6 中　村　貴　志 古　谷　正　昭

7 奈　良　浩　伸 星　野　忠　義

8 宮　本　忠　夫 山　口　　　勉

9 六本木　　　孝 渡　辺　正　明

50音順，敬称略DATA

合同地区別分科会
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　　　資料編

　3．都市計画審議会条例

○利根町都市計画審議会条例
昭和４４年９月２９日

条例第１８号
改正　昭和５４年６月２８日条例第１８号

平成１９年３月１５日条例第１０号
平成２４年６月１５日条例第１４号

　（設置）
第１条　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７７条の２第１項の規定に

基づき，利根町都市計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。
　（所掌事務）
第２条　審議会は，町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1)　本町が定める都市計画に関すること。
(2)　都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3)　その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
　（組織）
第３条　審議会は，次に掲げる者につき，町長が任命する委員をもって組織する。
(1)　学識経験のある者　５人以内
(2)　町議会の議員　３人以内
(3)　町の職員　３人以内
(4)　町民　３人以内
２　前項第１号及び第４号につき任命される委員の任期は，２年とする。ただ

し，委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。
３　委員は，再任されることができる。
　（臨時委員）
第４条　審議会に，特別の事項を審議させるため必要があるときは，臨時委員若

干人を置くことができる。
２　臨時委員は，町長が任命する。
３　臨時委員は，当該特別の事項に関する審議が終了したときは，解任されるも

のとする。
　（会長）
第５条　審議会に会長を置き，会長は，第３条第１項第１号に規定する者のうち

から委員の選挙によりこれを定める。
　（議事）
第６条　審議会は，委員及び議案に関係のある臨時委員の２分の１以上が出席

しなければ会議を開くことができない。
２　審議会の議事は，出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数を
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もって決し，可否同数のときは，会長の決するところによる。
　（幹事）
第７条　審議会に，審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
２　幹事は，町職員のうちから町長が任命する。
３　幹事は，会長の命を受け，会務を処理する。
　（庶務）
第８条　審議会の庶務は，幹事において処理する。
　（委任）
第９条　この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，町長

が定める。
附　則
この条例は，公布の日から施行する。
附　則（昭和５４年条例第１８号）
この条例は，公布の日から施行し，昭和５４年４月１日から適用する。
附　則（平成１９年条例第１０号）
この条例は，平成１９年４月１日から施行する。
附　則（平成２４年条例第１４号）
この条例は，平成２４年９月１日から施行する。
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　　　資料編

　4．都市計画審議会委員名簿

区分 氏名 職名 備考
学識経験者 新　井　邦　弘 商工会会長 会長

〃 菊　地　一　郎 農業委員会会長代理 　

〃 佐　藤　忠　信 教育委員 　

〃 蓮　沼　　　均 社会福祉協議会事務局長 平成30年10月11日から

〃 ※ 久 永 大 三 郎 社会福祉協議会事務局長 ※平成30年10月10日まで

町議会議員 大　越　勇　一 厚生文教常任委員 　

〃 坂　本　啓　次 総務産業建設常任委員長 　

〃 若　泉　昌　寿 総務産業建設常任委員 　

町民（公募） 加　瀬　義　靖 　 　

〃 芝　崎　輝　雄 　 　

〃 矢　島　敏　洋 　 　

区分ごと50音順，敬称略

職名は委嘱時現在

都市計画審議会
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○利根町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成１０年４月２２日

告示第４号
改正　平成１８年３月２９日告示第７号

平成１９年３月２２日告示第１０号
平成２２年３月１７日告示第２４号
平成２９年９月２９日告示第５２号

　（設置）
第１条　利根町都市計画マスタープランを策定するため，利根町都市計画マス

タープラン策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
　（所掌事務）
第２条　委員会は，次に掲げる事務を所掌する。
(1)　都市計画マスタープラン策定に関すること。
(2)　その他計画策定についての重要な事項
　（構成）
第３条　委員会は，委員長，副委員長及び委員をもって構成する。
２　委員長には都市建設課長，副委員長に企画課長，委員には各課等の長のうち

から町長が任命する。
３　委員長は，会務を総括し，委員会を代表する。
４　副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は欠けたときは，

その職務を代理する。
　（会議）
第４条　会議は，委員長が必要に応じ招集し，委員長は会議の議長となる。
２　委員会は，委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
３　議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。
４　委員長は，必要と認めるときは，委員以外の者を会議に出席を求めることが

できる。
　（ワーキンググループ）
第５条　委員会の補助機関としてワーキンググループ（以下「グループ」とい

う。）を置く。
２　グループの代表は，都市建設課の職員のうちから委員長が指定する職員を

もって充てる。
３　グループは，各課等の職員のうちから委員長が任命する。
４　グループは，計画策定に係る資料の収集及び計画立案作業にあたり，その結

果を委員会に報告する。（資料の提出等の依頼）

　5．都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
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　　　資料編

第６条　委員会は，計画策定に関し必要と認めたときは，学識経験者，関係行政
機関その他関係団体等に対して，資料の提出又は説明若しくは調査を依頼するこ
とができる。

　（策定に関する施策の報告等）
第７条　委員長は，策定に関する事務の適正な運営を確保するため計画策定に

関する状況，会議，施策の調査研究の経過を町長に報告し必要な方策を講ずるもの
とする。

　（庶務）
第８条　委員会の庶務は，都市建設課において処理する。
　（委任）
第９条　この告示に定めるもののほか，策定委員会の運営に必要な事項は，委員

長が別に定める。
附　則
この告示は，公表の日から施行する。
附　則（平成１８年告示第７号）
この告示は，平成１８年４月１日から施行する。
附　則（平成１９年告示第１０号）
この告示は，平成１９年４月１日から施行する。
附　則（平成２２年告示第２４号）
この告示は，平成２２年４月１日から施行する。
附　則（平成２９年告示第５２号）
この告示は，平成２９年１０月１日から施行する。
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　6．都市計画マスタープラン策定委員会委員名簿

職名 氏名 備考
総務課長 清　水　一　男

企画課長 飯　塚　良　一 副委員長

財政課長 武　藤　武　治

税務課長 赤尾津　政　男

住民課長 金　子　三千雄

福祉課長 大　塚　達　治

子育て支援課長 岡　野　成　子

保健福祉センター所長 狩　谷　美弥子

環境対策課長 大　津　善　男

保険年金課長兼国保診療所事務長 川　上　叔　春

経済課長 大　越　直　樹

都市建設課長 石　川　　　篤 委員長

会計課長 佐　藤　　　宏

学校教育課長 大　越　克　典

生涯学習課長 野　田　文　雄

指導室長 直　井　由　貴

議会事務局長 六本木　通　男

敬称略

職名は委嘱時現在
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　　　資料編

　7．諮問・答申
【諮問】

利都計第４６号
平成３１年３月１８日

　利根町都市計画審議会
　会　長　新　井　邦　弘　様

利根町長　佐々木　喜　章

利根町都市計画マスタープラン改定案について（諮問 )

　利根町都市計画マスタープランを別添のとおり改定するにあたり，利根町都市
計画審議会条例第２条第１号の規定により，貴審議会に諮問します。
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【答申】

平成３１年３月２６日

利根町長　佐々木　喜　章　 様

利根町都市計画審議会
会長　新　井　邦　弘

利根町都市計画マスタープラン（案）について（答申 )

　平成３１年３月１８日付け利都計第４６号で諮問のあった利根町都市計画マス
タープラン（案）について，本審議会において慎重に審議した結果，この計画は適
切であるとの結論に達したので答申します。
　なお，町は計画を推進するにあたっては下記事項に配慮されたい。

記

１．この計画の諸施策の実現にあたり，住民ニーズや財政状況等を踏まえながら，
優先度等を勘案し，計画的かつ効率的な事業の推進に努められたい。

２．今後のまちづくりの推進にあたっては，より一層の町民参加と情報公開に努
められたい。

３．社会情勢の変化に対応し，必要に応じて適宜計画の見直しを実施されたい。
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